
鹿児島大学における公益通報処理フローチャート

公益通報者

・本学の役職員
・本学の業務に従事する
派遣職員等

・通報の日前１年以内に
役職員又は派遣職員
等であった者

※匿名も可能

通報相談窓口

・監査室

・学外の法律事務所
(照国総合事務所)

①公益通報

②報告
※相談は必要に

応じて報告

受理するかどうかを判断

③-2受理せず、
他の窓口へ事案
引き継ぎ通報者に確認の上、他の

適切な窓口へ事案を引き
継ぐ（ハラスメント、公的
研究費の不正使用等）

通報処理責任者
学長が指名する理事

③-1 受理する

④受理の通知

学 長

常勤監事
⑤報告

受理後

・調査の必要性の検討
・必要に応じ調査チームを
設置

・調査実施

⑥調査の
必要性の
有無を
報告

⑦調査の有無及び理由
を通知

※調査の進捗については

適宜報告

②’役員に関する又は疑われる
通報の場合は監事と協議

調査結果

⑧調査結果報告

⑨調査結果を通知

犯罪行為又は法令違反行為が
明らかになれば

⑩役職員に対する懲戒
等の処分

⑩必要な是正
措置⑪是正措置について通知

公益通報対応業務従事者

⑩’

犯罪行為または

法令違反行為に

役員が関係する

ことが認められた

場合は監事へ報告

通報者が不利益な
取り扱いを受けて
いないか確認

20日以内
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